
社会福祉法人 保育園園長先生及び保育園経営者様対象

選ばれる保育園になるために！ 

保育園経営セミナー 

■日 時 ２０１６年１１月７日（月） 13：30～16：30(13時受付開始） 

■会 場  日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 ２階セミナールーム 

      大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル  ＴＥＬ：０６－６２２２－００３０ 

           京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」５番出口より徒歩３分 

■定 員   30名様  

■参加費用 ３，０００円 (税込･参加者1名様につき)  

              
              ※会計事務所、コンサルタント等の方のご参加は、ご遠慮頂いております。    

 『園に求められるリスク管理』 
   ～「教育・保育施設等における事故防止及び 
  事故発生時の対応のためのガイドライン」を中心に～ 
 

          講師 弁護士 木元 有香 氏 
東大法学部卒業・同法科大学院修了 
税務と企業法務で定評のある鳥飼総合法律事務所に所属し、保育所や社会福祉法人を 
担当する。認可保育所に通う、5歳児と2歳児、待機児童の0歳児を有する3児のママ。 
平成25年4月号より雑誌「保育ナビ」（フレーベル館）に記事を連載中。 
平成26年に保育士資格を取得。 
近著に「改正社会福祉法で社会福祉法人の法務・財務はこう変わる！」（共著） 

2016年 
第2回 

平成28年3月31日付けで、内閣府、文部科学省、厚生労働省より 

事故対応のための新たなガイドラインが通知されました。 

本ガイドラインは、特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、 

事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、 

各施設・事業者の参考となるよう作成されたものです。 

今後の教育・保育施設における危機管理のスタンダードとなる本ガイドラインについて、

法曹家・保育所利用者の両方の立場からの見識を持ち、かつ保育士資格者でもある 

木元有香弁護士をお招きして、実際の事例を交えつつ分かりやすくご講演いただきます。 

   

皆様、 
ご存じでしたか？ 

皆様のご参加を
心よりお待ちいた
しております 

ご講演内容 

 
  事故が起こらないよう取るべき予防措置とは 
 
  事故等が起きてからどう動き、何をすべきか 
 
  質疑応答 



会社名 

ご住所 

貴法人名 

TEL FAX 

ご参加者名 
役職 

（いずれかに○） 

郵便番号 (     －       ) 

 

御施設名 

※お申し込み後、数日内に仮受付証をＦＡＸ送信いたします。 
  仮受付完了後、受講料のお振込みを確認次第セミナー受講票をＦＡＸ送信いたします。 
 （お振込み期限は仮受付後１週間以内にお願いいたします。） 
 

当セミナーは30名様限定となっておりますので、お申込みいただいたときに定員となった 

場合はお電話でご連絡いたします。あしからずご了承ください。 

セミナー受講申込書 

ご参加者名 

受講料： 3,000円×（    ）名様＝         円 

お振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行瓦町支店（普通）0167247 
       口座名 日本クレアス税理士法人 

主催： 日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所  担当：高山          
    大阪市中央区道修町１－７－１０扶桑道修町ビル３Ｆ 電話：06-6222-0030/FAX06-6222-0038 

園長先生及び保育園経営者様対象 

2016年 第2回  
 選ばれる保育園になるために 

保育園経営セミナー 
安心とお役立ちの 

日本クレアス税理士法人 
上田公認会計士事務所 

園長  ・  理事長 

役職 

（いずれかに○） 
園長  ・  理事長 

 □今後のＦＡＸ不要   ※ご案内不要の方は左をチェックしていただき大変お手数ですが、ＦＡＸ送信願います。  

御施設名                         ｜       FAX       （        ）  

※会計事務所、コンサルタント等の方のご参加はご遠慮頂いております。 

お申し込みは FAXにて 06-6222-0038までお送りください 

無料個別相談 

（いずれかに○） 
要  ・  不要 


